
（仮称）第 3 次浜田市総合振興計画等策定支援業務 

公募型プロポーザル審査評価基準表 

 

（ 仮 称 ） 第 3 次 浜 田 市 総 合 振 興 計 画 等 策 定 支 援 業 務 公 募 型 プ ロ ポ ー ザ ル 審 査 は 、

以 下 の 評 価 基 準 に よ り 審 査 ・ 評 価 す る も の と す る 。  

１ 【 一 次 審 査 （ 書 類 選 考 ） 評 価 基 準 】  

審 査 項 目  審 査 基 準  配 点  

⑴ 業 務 実 績  
令 和 2 年 度 以 降 に 行 っ た 総 合 計 画 な ど の 行 政 計 画 の 策 定 業

務 ま た は 改 定 業 務 の 受 注 実 績 は 十 分 で あ る か 。  
5 点  

⑵ 実 施 体 制  業 務 遂 行 に 必 要 な 人 員 及 び 体 制 が 確 保 さ れ て い る か 。  5 点  

⑶ 業 務 工 程  業 務 工 程 は 効 率 的 か つ 適 切 な も の と な っ て い る か 。  5 点  

⑷ 見 積 金 額  
見 積 金 額 は 、提 案 内 容 に 対 し て 妥 当 で あ り 、経 費 の 内 訳 が 適

正 か つ 明 確 で あ る か 。  
5 点  

⑸ 業 務 内 容  
本 市 の 特 性 や 地 域 性 を 理 解 し た 提 案 と な っ て い る か 。  

市 民 に と っ て 分 か り や す い 計 画 の 構 成 が 見 込 ま れ る か 。  
10 点  

⑹ 理 解 度  
業 務 の 目 的 や 本 市 の 課 題 を 理 解 し て お り 、 目 的 達 成 が 期 待

で き る か 。  
10 点  

⑺ 独 自 提 案  提 案 者 の 強 み を 生 か し た 提 案 が な さ れ て い る か 。  10 点  

一 次 審 査 （ 書 類 選 考 ） 合 計 点  50 点  

 

２ 【 二 次 審 査 （ プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン ） 評 価 基 準 】  

審 査 項 目  審 査 基 準  配 点  

⑴ 業 務 実 績  
令 和 2 年 度 以 降 に 行 っ た 総 合 計 画 な ど の 行 政 計 画 の 策 定 業

務 ま た は 改 定 業 務 の 受 注 実 績 は 十 分 で あ る か 。  
10 点  

⑵ 実 施 体 制  業 務 遂 行 に 必 要 な 人 員 及 び 体 制 が 確 保 さ れ て い る か 。  10 点  

⑶ 業 務 工 程  業 務 工 程 は 効 率 的 か つ 適 切 な も の と な っ て い る か 。  5 点  

⑷ 見 積 金 額  
見 積 金 額 は 、提 案 内 容 に 対 し て 妥 当 で あ り 、経 費 の 内 訳 が 適

正 か つ 明 確 で あ る か 。  
5 点  

⑸ 業 務 内 容  
本 市 の 特 性 や 地 域 性 を 理 解 し た 提 案 と な っ て い る か 。  

市 民 に と っ て 分 か り や す い 計 画 の 構 成 が 見 込 ま れ る か 。  
20 点  

⑹ 理 解 度  
業 務 の 目 的 や 本 市 の 課 題 を 理 解 し て お り 、 目 的 達 成 が 期 待

で き る か 。  
20 点  

⑺ 独 自 提 案  提 案 者 の 強 み を 生 か し た 提 案 が な さ れ て い る か 。  10 点  

⑻ 業 務 知 識  
事 業 者 や 担 当 者 が 業 務 の 知 識 に 優 れ て お り 、 円 滑 な 業 務 遂

行 に 期 待 で き る か 。  
10 点  

⑼ 意 欲・対 応  
こ の 業 務 に 対 す る 熱 意 が 感 じ ら れ る か 。  

質 疑 に 対 す る 回 答 が 明 確 で あ っ た か 。  
10 点  

二 次 審 査 （ プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン ） 合 計 点  100 点  

 


